
■年度途中での加入・脱退による保険料の計算

９月に国民健康保険に加入した場合、年間保険料の１２分の７を支払います。
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※届出をした月からではなく、国保に加入する資格が発生した月から支払います。

１２月に国民健康保険から脱退した場合、年間保険料の１２分の８を支払います。
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国保加入

国保脱退

年間保険料×加入した月から年度末（３月）までの月数÷１２

年間保険料×４月から脱退した月の前月までの月数÷１２

計　算　方　法

国民健康保険に年度の途中で加入または脱退された場合の保険料の計算は月割りとなります

年度途中に加入

年度途中に脱退


